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   三重県市町総合事務組合共有デジタル地図整備運営連絡調整会議設置規則 

 （設置） 

第１条 共有デジタル地図の整備（以下「地図整備」という。）に係る重要な事項に

関し、地図整備の円滑な運営に資するため、三重県市町総合事務組合（以下「組合」

という。）に共有デジタル地図整備運営連絡調整会議（以下「連絡調整会議」とい

う。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 連絡調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 地図整備の方針に関し重要な事項の連絡調整に関すること。 

(２) 地図整備に係る市町の負担金に関すること。 

(３) その他管理者が地図整備に関し必要と認めること。 

 （連絡調整会議の構成） 

第３条 連絡調整会議は、副市長及び副町長各５人の委員をもって構成する。 

２ 委員は、管理者が委嘱する。 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （連絡調整会議の招集） 

第５条 連絡調整会議は、管理者が必要に応じて招集する。 

 （座長及び副座長） 

第６条 連絡調整会議に座長及び副座長各１人を置く。 

２ 座長及び副座長は、連絡調整会議において互選する。 

３ 座長は、連絡調整会議の会務を総理し、連絡調整会議を代表する。 

４ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 （連絡調整会議の議長） 

第７条 連絡調整会議の議長は、座長がこれに当たる。 

 （代理人の出席） 

第８条 やむを得ない理由のため、連絡調整会議に出席できない委員は、当該市町の

職員を代理人として、出席させることができる。 

 （説明員の出席） 

第９条 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に連絡調整会議への出席
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を求めて意見を聴くことができる。 

 （費用弁償） 

第 10 条 連絡調整会議に出席した委員には、費用弁償として旅費を支給することが

できる。 

２ 前項に規定する旅費の額は、組合職員に支給する旅費の例による。 

 （庶務） 

第 11 条 連絡調整会議の庶務は、情報推進課において処理する。 

 （補則） 

第 12 条 この規則に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、

管理者が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成 24 年５月１日から施行する。 

 （共有デジタル地図整備運営連絡調整会議設置規則等の廃止） 

２ 共有デジタル地図整備運営連絡調整会議設置規則（平成 18 年三重県自治会館組

合規則第 16 号。以下「旧規則」という。）は、廃止する。 

３ 共有デジタル地図整備運営検討委員会設置規則（平成 18 年三重県自治会館組合

規則第 17 号）は、廃止する。 

４ 共有デジタル地図整備運営検討部会設置規則（平成 18 年三重県自治会館組合規

則第 18 号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

５ この規則の施行前に旧規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この

規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 

 


